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掛川市・袋井市病院企業団公告 

 

公募型プロポーザル実施に係る手続開始の公告 

 

次のとおりプロポーザルの提出を招請する。 

 

令 和 ５ 年 ９ 月 1 5 日  

掛川市・袋井市病院企業団 

企 業 長  宮 地  正 彦 

 

１ 趣旨 
「掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター」（以下「病院」という。）における、施

設設備保守・保安警備業務を委託する事業者を公募する。 

事業者の選定にあたっては、効率的で質の高い業務を提供できる事業者に委託できるよう、プロ

ポーザル（企画提案型）方式により選定を実施する。 

 

２ 業務の概要 

（１）委託業務名 

令和５年度～令和 10 年度債務負担  

掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター  

施設設備保守・保安警備業務 

（２）委託業務の内容 

【施設設備保守】 

・病院の建築、電気、空調、給排水設備等を安全かつ効率的に運転操作し、適切な保守点検整

備を行うことにより、その機能を十分発揮させ、ライフサイクルコストの低減に努めるとと

もに、利用者、病院スタッフ等が快適に過ごすことができる環境を提供する。 

・事故の予防に努めるとともに災害時には適切な措置をとることにより、利用者、病院スタッ

フ等の安全を確保する。 

【保安警備】 

・病院における火災、盗難及び不法行為の予防、不審者の侵入排除及び災害時における防災対

策等各施設の保全を行い、病院の円滑な運営に寄与する。 

※詳細は「中東遠総合医療センター施設設備保守・保安警備業務委託仕様書」（以下「仕様書」と

いう。）によるものとする。 

（３）委託業務履行場所 

中東遠総合医療センター（静岡県掛川市菖蒲ヶ池１番地の１） 

（４）契約期間 

令和５年 12 月１日（予定）から令和 11 年３月 31 日まで 

※但し、令和５年 12 月１日（予定）から令和６年３月 31 日までは準備期間とする。 

※契約事項の不履行があった場合には、期間の途中であっても、契約を解除できる。 

※上記の事由で契約が解除された場合、病院から受託者への違約金は発生しない。  

（５）請負金額（税抜） 

令和５年度  準備期間 

令和６年度  137,100 千円未満 

令和７年度  137,100 千円未満 
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令和８年度  137,100 千円未満 

令和９年度  137,100 千円未満 

令和10年度  137,100 千円未満 

 

３ 応募資格要件 

以下の条件をすべて満たすこと 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）令和５年度掛川市・袋井市病院企業団(掛川市)役務の提供の入札参加資格申請を行い、登録さ

れている者であること。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民

事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（４）法人税、消費税、地方消費税及び掛川市、袋井市の市税を完納し、滞納がないこと。 

（５）当募集要項公表日及び企画提案会実施日に、掛川市及び袋井市の指名停止基準に基づく指名停

止の措置を受けていないこと。 

（６）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２

号に規定する暴力団）又はその他暴力的集団の構成員や反社会的または公共の安全や福祉を脅か

すおそれのある団体等に属する者でないこと。 

（７）仕様書に定める業務を的確に遂行するために必要な知識、技能、経験、資力を有すること。 

（８）平成 30 年４月 1 日から令和５年３月 31 日までに一般病床 300 床以上の病院の施設設備業務、

及び保安警備業務を受託し、３年以上継続した実績があること。なお、施設設備保守業務と保安

警備業務は別の契約で構わない。 

（９）静岡県内に本社、支店、営業所等のいずれかの拠点を有していること。 

（10）コンプライアンス（法令順守、プライバシー（個人情報）保護、情報セキュリティーの取り組

み）を徹底すること。 

 

４ 応募手続き 

（１）募集要項及び参加申込書類等の配布方法 

募集要項及び参加申込に係る資料等は、中東遠総合医療センターホームページ 

（http://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/）からダウンロードすること。 

（２）参加申込書類の提出 ※１ 

  ア 参加申込提出書類は次のとおりとし、提出部数は各１部とする。 

①  参加申込書（申込様式第１号） 

②  提出書類確認表（申込様式第２号） 

③  誓約書（申込様式第３号） 

④  履行確約書（申込様式第４号） 

⑤  会社のパンフレット等 

⑥  ３応募資格要件（８）の受託実績を証する契約書（任意の一契約）又は事受託実績を証明

する書類の写し 

⑦  法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書（コピー可）※２ 

⑧  納税証明書（未納額がないことがわかる証明書）（コピー可）※２ 

ａ 法人税（個人事業者にあっては所得税） 

ｂ 消費税及び地方消費税 

ｃ 掛川市又は袋井市に本社、支店、営業所等がある場合には市税（徴収猶予又は非課税の

扱いを受けている者を除く） 

※ａ及びｂの納税証明書は「その３の３（個人事業者にあってはその３の２）」で提出するこ

と。 

http://www.shinbyoinkyogi.jp/）
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※ｃに該当する場合は完納証明書（申込様式第５号の 1 又は２）を提出すること。 

イ 提出期間 

令和５年９月 15 日（金）から令和５年９月 29 日（金）まで 

※ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前９時から午

後５時までとする。 

  ウ 提出方法 

持参により病院管理課施設庶務係へ提出すること。 

※１ 参加申込書類の提出にあたっては①から⑧の順でフラットファイル等に綴じて提出す

ること。フラットファイル等の表紙及び背表紙には業者名を記載すること。また、参加申

込書提出の際、担当者の連絡先を明記した名刺を提出すること。 

※２ 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書及び納税証明書は提出日の３か月以内に発行

されたものとする。 

（３）質疑の受付及び回答 

質疑は、質問票（申込様式第６号）により電子メールにて受け付ける。 

ア 受付期間 

令和５年９月 29 日（金）から令和５年 10 月６日（金）正午まで。 

※ただし、審査に支障をきたす質問及び事業実施に必要がないと判断される質問は、受け付け

ない。 

イ 質問に対する回答 

令和５年 10 月 16 日（月）までに、質問事業者を伏せてすべて応募者に電子メールで送付す 

る。 

（４）企画提案書類の提出 

  ア 企画提案書類は次のとおりとし、正本１部、副本 10 部を提出すること。 

① 企画提案書の提出書（提案様式第１号） 

② 企画提案書等提出書類確認表（提案様式第２号） 

③ 企画提案書表紙（提案様式第３号） 

④ 業務に係る提案書（提案様式第４号～提案様式第８号） 

イ 提出期限 

令和５年 10 月 24 日（火）まで 

※ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前９時から午

後５時までとする。 

  ウ 提出方法 

持参により病院管理課施設庶務係へ提出すること。 

※３ 企画提案書類の提出にあたっては①から④の順でフラットファイル等に綴じて提出す

ること。フラットファイルの表紙及び背表紙には業者名を記載すること。また、④業務に

係る提案書（提案様式第７号）は項目ごとに指定のページ数内で記載し、印刷は両面印刷

とすること。 

※４ その他にも、追加資料の提出を依頼する場合がある。 

（５）説明会 

現地説明会は実施しない。 

（６）参加申込後の辞退について 

ア 辞退届(共通様式第１号)を提出すること。 

イ 提出期限 

令和５年 10 月 30 日(月)まで    

※ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前９時から午
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後５時までとする。 

 

５ 審査及び選定方法 

（１）審査委員会及び選定方法 

選定にあたっては、第１次審査会（書類審査）及び第２次審査会（企画提案会）を踏まえ、「掛

川市・袋井市企業団立中東遠総合医療センター施設設備保守・保安警備業務委託事業者審査委員

会」による審査を行う。 

審査の結果、最も優れた提案を行った者及び次点者を選定し、最終決定は企業長が行う。 

（２）第１次審査会（書類審査） 

提出された書類について第１次選考（書類審査）を行い、原則３者程度の第２次選考対象者を

選定する。選考結果は、応募者全員に電子メール及び文書で通知する。 

（３）第２次審査会（企画提案会） 

第２次審査対象者に選定された提案者を対象に、次のとおり企画提案会にてヒアリングを実施

する。 

ア 日時     令和５年 11 月 14 日（火）午前９時 30 分から 

イ 会場     敷地内薬局２階会議室１ 

ウ 提案時間   １者につき３５分以内。（提案書説明１５分、質疑応答２０分） 

エ 提案資料    説明は、企画提案書およびパワーポイント資料（企画提案書の内容のみ）

を使用することができる。ただし、パワーポイント資料は配付できない。          

(プロジェクターおよび接続用コネクター、電源等は病院側にて用意するので、

パソコンは持参すること)                                                                                           

オ 結果通知方法  審査結果は、第２次審査会に出席した応募者に電子メール及び文書により

通知する。 

  

６ 審査結果の通知等 

（１）通知方法 

企画提案書を提出したすべての提案者に対し文書により審査結果を通知する。 

（２）異議申し立て 

審査結果に対する異議申し立ては、一切受け付けない。 

（３）次の事由に該当する場合は失格とし、審査の対象としない。 

ア 提出期限内に提出されない場合 

イ 提出書類に不備がある場合 

ウ 提出書類に虚偽の記載がある場合 

エ 提出書類の内容が応募要件に合致しない場合 

オ ヒアリングに出席しない場合（ただし、災害等やむをえない理由により出席できない場合は、

この限りではない） 

 

７ 契約の締結等 

契約内容は仕様書及び提案書に基づいて決定するが、仕様書に変更が生じる可能性があることか

ら、受託者は病院と協議のうえ、柔軟に対応すること。 

 

８ その他 

（１）提出された応募書類の変更はできないものとする。ただし、誤字、脱字等軽微な修正はこの限

りでない。 

（２）提出された提案書は、理由を問わず返却しない。ただし当該企画提案に係る著作権は提案者に

帰属するため、提出された企画提案書及びアイデア等を提案者に無断で使用することはない。 
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（３）本企画提案評価への参加に係る一切の費用（企画提案書の作成費用を含む）については、提案

者の負担とする。 

（４）本公募の公表の日から業務の契約に至るまでの間、病院又はその関係者に対して、公募の公正

な執行を妨げるような行為が明らかになった場合は、その行為に関係する応募事業者を失格とす

ることがある。 

 

９ 問い合わせ及び提出先 

掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 

〒436-8555 静岡県掛川市菖蒲ヶ池 1 番地の 1 

電話  0537-28-9502（直通）  FAX  0537-28-8971 

電子メール kanrika@chutoen-hp.shizuoka.jp 

担当   管理課施設庶務係 


